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季
節
は
秋
も
終
わ
り
に
近
づ

き
枯
葉
が
路
上
を
風
に
吹
か
れ

て
飛
ん
で
い
き
ま
す
。

　

私
は
車
を
走
ら
せ
な
が
ら
、

桑
折
町
の
将
来
も
こ
の
枯
落
葉

の
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
心
か
ら
危
惧
し
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
桑
折
町
は
、
郡
内
で

模
範
的
存
在
で
し
た
。
お
医
者

さ
ん
も
工
場
も
多
く
、
商
店
街

も
活
気
が
あ
り
公
共
機
関
も
数

多
く
占
め
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
現
在
の
桑
折
町
は
、

活
気
も
気
概
も
な
く
、
将
来
の

町
へ
の
明
る
く
楽
し
い
期
待
感

は
持
て
な
い
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
非

常
に
憂
う
べ
き
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
た

の
は
何
と
い
っ
て
も
行
政
の
た

る
み
が
最
大
の
原
因
で
す
。

　

議
会
を
傍
聴
し
て
も
質
問
す

る
事
の
み
が
目
的
の
発
言
、
曖

昧
な
返
答
を
繰
り
返
し
て
け
り

を
つ
け
る
行
政
側
、
こ
ん
な
や

り
と
り
を
見
る
に
つ
け
、
こ
ん

な
事
で
町
が
良
く
な
る
の
だ
ろ

う
か
と
思
わ
ざ
る
を
え
ま
せ

ん
。
町
長
を
筆
頭
に
役
場
職

員
、
議
員
の
方
々
は
、
も
っ
と

町
の
現
状
を
真
剣
に
憂
い
て
ほ

し
い
。
特
に
町
長
は
桑
折
町
を

良
く
す
る
情
熱
を
言
動
で
示
し

職
員
の
範
と
な
っ
て
貰
い
た

い
。

　

町
の
小
中
学
生
に
桑
折
町
が

将
来
ど
う
な
っ
て
ほ
し
い
か
、

ど
う
す
れ
ば
良
い
と
思
う
か
を

聞
い
て
み
て
ほ
し
い
。
く
だ
ら

な
い
つ
ま
ら
な
い
と
思
う
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
、
大
人
の
利
害

本
位
と
は
違
う
発
想
・
夢
・
ア

イ
デ
ィ
ア
等
が
出
て
く
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

何
と
い
っ
て
も
子
供
達
は
、

将
来
の
担
い
手
、
町
の
大
切
な

宝
物
で
す
か
ら
。

伊
達
崎
　

Ｍ
・
Ｉ

席聴傍

　　

い
つ
も
町
議
会
を
傍
聴
し
て

感
じ
る
こ
と
は
、
傍
聴
者
が
少

な
い
こ
と
が
残
念
で
な
り
ま
せ

ん
。

　

こ
れ
で
は
議
会
の
緊
張
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
疑
問
を
呈
す

る
と
こ
ろ
で
す
。

　

公
共
工
事
入
札
制
度
問
題
等

の
訴
状
に
つ
い
て
、
福
島
蚕
糸

跡
地
利
活
用
計
画
に
関
し
て
、

公
立
藤
田
病
院
存
続
再
建
策

等
々
と
重
要
な
案
件
が
山
積
み

す
る
中
で
の
九
月
定
例
会
、
白

熱
す
る
議
会
が
展
開
す
る
中
で

の
た
び
た
び
休
議
。「
こ
れ
は

町
と
議
会
が
一
体
と
な
っ
て
い

な
い
か
ら
か
な
ぁ
」
と
思
え
て

な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
言

い
分
が
あ
っ
て
の
事
と
は
思
い

ま
す
が
、
ど
こ
か
で
妥
協
点
を

見
つ
け
解
決
す
る
の
が
民
主
的

な
議
会
運
営
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

今
議
会
を
最
後
に
勇
退
さ
れ

る
議
員
の
皆
様
に
永
い
間
、
町

発
展
に
ご
尽
力
さ
れ
ま
し
た
事

に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い

と
思
い
ま
す
。

西
上
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・
H
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宝
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去
る
九
月
三
十
日
執
行
の
桑

折
町
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お

い
て
、
我
々
十
四
名
が
当
選
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

十
月
十
五
日
開
催
の
初
議
会
で

不
肖
私
共
が
、
正
・
副
議
長
に

就
任
を
い
た
し
ま
し
た
。
も
と

よ
り
、
浅
学
非
才
で
は
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
職
責
を
全
う
す
べ

く
全
力
で
頑
張
る
所
存
で
あ
り

ま
す
。

　

ま
た
、
公
正
・
公
平
に
し
て

民
主
的
な
議
会
運
営
に
努
め
る

こ
と
は
も
と
よ
り
、
引
き
続
き

議
会
の
改
革
・
活
性
化
を
推
進

し
、
町
民
に
開
か
れ
た
議
会
を

目
指
し
て
参
り
ま
す
。
さ
ら
に

は
、
町
民
皆
様
の
付
託
と
信
頼

に
こ
た
え
る
べ
く
、
全
力
を
傾

注
し
て
参
る
覚
悟
で
あ
り
ま
す
。

　

何
卒
、
町
民
皆
様
方
の
御
指

導
・
御
協
力
を
心
か
ら
お
願
い

申
し
上
げ
就
任
の
あ
い
さ
つ
と

い
た
し
ま
す
。

　
　
　

議　

長　

高
橋　

宣
博

　
　
　

副
議
長　

浅
野　

義
雄
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議
会
の
改
革

　

活
性
化
を

　

さ
ら
に
推
進

議長に高橋氏、副議長に浅野氏

議会構成決まる
新



公
立
藤
田
病
院
組
合
議
会
議
員

　

定
数
は
、
十
二
名
（
国
見
町

六
名
、
桑
折
町
四
名
、
伊
達
市

二
名
）

　
　
　
　
　

羽
根
田　

八
千
代

　
　
　
　
　

原　
　
　

賢　

志

　
　
　
　
　

半　

澤　
　
　

高

　
　
　
　
　

相　

原　

京　

子

伊
達
地
方
衛
生
処
理
組
合
議
会

議
員

　

定
数
は
、
十
五
名
（
伊
達
市

五
名
・
福
島
市
二
名
・
伊
達
郡

四
町
各
二
名
）

　
　
　
　
　

斉　

藤　
　
　

謙

　
　
　
　
　

平　

井　

國　

雄

伊
達
地
方
消
防
組
合
議
会
議
員

　

定
数
は
、
十
五
名
（
伊
達
市

七
名
・
伊
達
郡
四
町
各
二
名
）

　
　
　
　
　

片　

平　

秀　

雄

　
　
　
　
　

松　

山　

善　

二

福
島
地
方
水
道
用
水
供
給
企
業

団
議
会
議
員

　

定
数
は
、
十
一
名
（
福
島
市

四
名
・
伊
達
市
二
名
・
二
本
松

市
一
名
・
伊
達
郡
四
町
各
一
名
）

　
　
　
　
　

高　

橋　

宣　

博

　

任
期
満
了
に
伴
い
、
改
選
後

初
め
て
の
議
会
が
、
十
月
十
五

日
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

正
・
副
議
長
の
選
挙
に
続
き
、

議
席
の
指
定
が
行
わ
れ
、
そ
の

後
、
各
委
員
会
委
員
の
選
任
・

一
部
事
務
組
合
議
会
議
員
の
選

挙
、
監
査
委
員
の
選
任
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
議
会
の
構
成
は
、

次
の
よ
う
に
決
ま
り
ま
し
た
。
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総
務
課
、
税
務
住
民
課
、
企

画
環
境
課
、
健
康
ほ
け
ん
課
、

福
祉
介
護
課
、
保
育
所
、
会
計

室
、
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理

委
員
会
及
び
監
査
委
員
に
関
す

る
事
務
を
所
管

委

員

長　

松　

山　

善　

二

副
委
員
長　

羽
根
田　

八
千
代

委　
　

員　

川　

名　

　

子

　
　
　
　
　

斉　

藤　
　
　

謙

　
　
　
　
　

原　
　
　

賢　

志

　
　
　
　
　

半　

澤　
　
　

高

　
　
　
　
　

相　

原　

京　

子

　

産
業
振
興
課
、
建
設
課
、
都

市
整
備
課
、
上
下
水
道
課
及
び

農
業
委
員
会
に
関
す
る
事
務
を

所
管

委

員

長　

斎　

藤　

松　

夫

副
委
員
長　

片　

平　

秀　

雄

委　
　

員　

佐　

藤　

榮　

三

　
　
　
　
　

平　

井　

國　

雄

　
　
　
　
　

平　

井　

光　

一

　
　
　
　
　

浅　

野　

義　

雄

　
　
　
　
　

高　

橋　

宣　

博

　
　
　
　
　
　
　
　

（
辞　

任
）

総
務
文
教
厚
生

常

任

委

員

会

産
業
建
設
水
道

常

任

委

員

会

議

会

運

営

委

員

会

委

員

長　

半　

澤　
　
　

高

副
委
員
長　

平　

井　

光　

一

委　
　

員　

松　

山　

善　

二

　
　
　
　
　

斎　

藤　

松　

夫

　
　
　
　
　

原　
　
　

賢　

志

参　
　

与　

高　

橋　

宣　

博

　
　
　
　
　

浅　

野　

義　

雄

委

員

長　

原　
　
　

賢　

志

副
委
員
長　

川　

名　

　

子

編

集

長　

羽
根
田　

八
千
代

　

委
員
は
、
一
年
交
替

（
正
・
副
議
長
を
除
き
、
全
議

員
が
一
回
は
委
員
を
務
め
る
）

一
部
事
務
組
合

議

会

議

員

福
島
地
方
広
域
行
政
事
務
組
合

議
会
議
員

　

定
数
は
、
十
六
名
（
福
島
市

五
名
・
伊
達
市
三
名
・
伊
達
郡

四
町
各
二
名
）

　
　
　
　
　

高　

橋　

宣　

博

　
　
　
　
　

浅　

野　

義　

雄

桑
折
町
監
査
委
員

　

議
会
選
出
監
査
委
員
の
選
任

に
同
意

　
　
　
　
　

平　

井　

光　

一

議

会

広

報

委

員

会
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平成 18年度一般会計

決 算 認 定
歳入 41億 7,350 万円

歳出 40億 7,074 万円
　

平
成
十
八
年
度
一
般
会
計
決

算
は
、
歳
入
決
算
額
四
十
一
億

七
千
三
百
五
十
万
四
千
円
、
歳

出
決
算
額
四
十
億
七
千
七
十
四

万
五
千
円
と
な
り
、
歳
入
歳
出

差
引
残
額
は
一
億
二
百
七
十
五

万
九
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
う
ち
千
五
百
三
万
一
千

円
が
繰
越
明
許
費
繰
越
額
で
す

の
で
、
こ
の
分
を
差
し
引
い
た

八
千
七
百
七
十
二
万
八
千
円
が

実
質
残
額
と
な
り
ま
し
た
。
こ

の
額
の
う
ち
四
千
五
百
万
円
を

財
政
調
整
基
金
に
積
み
立
て
し

残
額
四
千
二
百
七
十
二
万
八
千

円
を
翌
年
度
に
繰
越
処
理
し
ま

し
た
。

　

歳
入
に
つ
い
て
は
、
予
算
現

額
に
対
し
て
七
十
二
万
五
千
円

の
増
、
率
に
し
て
〇
・
〇
二
％

の
増
と
な
り
ま
し
た
。
収
入
増

の
主
な
も
の
は
、
町
税
が
七
百

六
万
八
千
円
、
地
方
交
付
税
三

千
二
百
三
十
四
万
八
千
円
で
あ

り
、
収
入
減
の
主
な
も
の
は
、

地
方
譲
与
税
五
百
十
二
万
千

円
、
繰
入
金
三
千
九
百
九
十
九

万
八
千
円
、
町
債
四
百
万
円
減

じ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
も
の
で

す
。

　

歳
出
で
は
、
予
算
執
行
率
九

十
七
・
六
％
と
ほ
ぼ
計
画
通
り

執
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

主
な
事
業
は
、
次
の
通
り
で

す
。

○　

道
水
路
改
良
・
新
設
事
業

○　

経
営
構
造
対
策
事
業

○　

農
業
基
盤
整
備
事
業

○　

公
共
下
水
道
整
備
事
業

○　

子
育
て
支
援
事
業

　

審
査
に
付
さ
れ
た
一
般
会

計
及
び
特
別
会
計
歳
入
歳
出

決
算
書
、
歳
入
歳
出
決
算
事

項
別
明
細
書
、
実
質
収
支
に

関
す
る
調
書
、
財
産
に
関
す

る
調
書
の
計
数
は
、
関
係
各

帳
票
及
び
証
拠
書
類
と
照
合

し
た
結
果
誤
り
が
な
く
、
会

計
処
理
及
び
事
業
の
執
行
に

つ
い
て
は
、
全
体
的
に
は
お

お
む
ね
良
好
で
あ
る
。

　

な
お
、
自
立
の
町
づ
く
り

を
進
め
る
中
、
地
方
財
政
を

と
り
ま
く
環
境
は
依
然
と
し

て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。
町

政
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
引

き
続
き
簡
素
で
効
率
的
な
行

財
政
運
営
に
徹
し
つ
つ
、
長

期
的
な
視
点
に
立
っ
て
施
策

の
緊
急
性
、
優
先
度
の
的
確

な
検
討
を
行
い
、
財
源
の
重

点
的
、
効
率
的
配
分
を
行
う

な
ど
、
従
来
に
も
増
し
て
財

政
運
営
に
工
夫
を
凝
ら
し
、

計
画
的
に
各
種
事
業
の
推
進

に
努
め
ら
れ
た
い
。

平
成
十
九
年
八
月
二
十
四
日

　

監
査
委
員　

　
　
　
　

石　

幡　

邦　

弘

　
　
　
　

平　

井　

光　

一

決

算

の

概

要

平
成
十
八
年
度
決
算
審
査
意
見
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雇
い
止
に
つ
い
て
も
そ
れ
を
つ

ら
ぬ
く
の
が
い
い
か
ど
う
か
を

検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
施

設
の
不
足
は
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
き

た
。

　

児
童
館
の
手
狭
な

　　
　

施
設
の
対
応
は

問　

放
課
後
児
童
保
育
の
児
童

数
が
増
加
の
傾
何
に
あ
る
。
そ

れ
ら
に
伴
い
遊
戯
室
の
構
造
的

な
問
題
等
も
含
め
、
大
変
手
狭

に
な
っ
て
き
て
い
る
が
そ
の
対

策
・
対
応
は
。

答　

町
長　

両
親
が
職
業
を
持

ち
家
庭
で
の
保
育
が
困
難
な
児

童
及
び
家
庭
の
事
情
で
保
育
が

困
難
と
認
め
ら
れ
る
児
童
に
加

わ
え
、
平
成
十
三
年
か
ら
は
短

期
間
、
臨
時
の
放
課
後
児
童
保

育
も
実
施
し
て
児
童
数
が
さ
ら

に
増
加
し
て
お
り
、
施
設
・
体

制
の
検
討
を
し
て
い
る
と
こ
ろ

だ
。

　

高
齢
者
の
交
通
手
段
を

問　

高
齢
者
で
交
通
弱
者
の
方

の
た
め
に
タ
ク
シ
ー
券
が
配
布

さ
れ
て
い
る
が
、
該
当
者
が
限

ら
れ
て
い
る
。
一
人
で
も
多
く

の
交
通
弱
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
向

上
の
検
討
は
し
て
き
た
か
。

答　

町
長　

こ
れ
以
上
の
タ
ク

シ
ー
券
は
広
げ
ら
れ
な
い
が
、

福
祉
行
政
全
体
の
な
か
で
、
考

え
る
時
期
に
来
て
い
る
と
思

う
。

　

児
童
館
の

　　

施
設
拡
充
は
急
務

問　

児
童
館
は
定
員
四
十
名
の

と
こ
ろ
に
、
倍
近
い
利
用
者
が

あ
る
。
子
ど
も
達
に
安
全
な
放

課
後
を
す
ご
さ
せ
る
た
め
に
、

職
員
体
制
の
充
実
と
施
設
の
拡

充
も
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
。

答　

町
長　

職
員
体
制
は
、
現

在
の
人
数
で
頑
張
っ
て
も
ら
っ

て
い
る
。
嘱
託
職
員
の
五
年
で

　

税
外
収
入
の
確
保

　　
　
　
　

に
つ
い
て

問　

町
が
保
有
す
る
資
産
等
に

民
間
企
業
な
ど
の
広
告
を
掲
載

し
、
積
極
的
な
広
告
事
業
推
進

に
よ
る
財
源
の
確
保
に
つ
い
て

次
の
点
を
考
え
て
は
ど
う
か
。

　

①
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ

　

②
広
報
こ
お
り
へ
の
広
告
募

　
　

集

　

③
町
主
催
の
行
事
プ
ロ
グ
ラ

　
　

ム
等
へ
の
広
告
募
集

答　

町
長　

広
報
こ
お
り
へ
の

広
告
募
集
に
関
し
て
は
、
川
俣

町
等
で
の
先
例
も
あ
り
、
検
討

し
た
経
緯
が
あ
る
。
ま
た
、
他

の
方
法
に
つ
い
て
も
検
討
し
て

い
き
た
い
。

　

更
地
取
得
方
針

　　
　
　
　

の
背
景
は

問　

平
成
十
五
年
三
月
策
定
の

中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画

書
で
う
た
っ
て
い
る
蚕
糸
跡
地

利
用
は
、
建
物
を
す
べ
て
壊
し

更
地
に
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
同
年
九
月
、
町

長
は
更
地
で
の
取
得
方
針
を
示

し
た
。
し
か
し
、
情
報
開
示
請

求
で
判
明
し
た
が
、
そ
の
た
め

の
内
部
検
討
の
経
過
は
見
当
た

ら
な
い
。
よ
っ
て
こ
れ
は
町
長

判
断
で
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え

る
。
そ
の
背
景
に
は
町
が
取
得

す
る
替
わ
り
に
解
体
工
事
は
地

元
業
者
に
発
注
さ
せ
よ
う
と
の

町
長
の
思
惑
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

答　

更
地
取
得
方
針
は
、
瑕
疵

の
な
い
状
態
で
町
が
取
得
す
る

た
め
の
も
の
で
、
助
役
と
相
談

し
て
す
す
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

二
十
年
先
よ
り

　　

目
前
の
問
題
解
決
を

問　

平
成
十
八
年
度
に
お
い
て

二
十
年
先
を
見
通
し
た
都
市
計

画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
等
の
策
定

が
す
す
め
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が

目
の
前
の
問
題
で
あ
る
蚕
糸
跡

地
利
活
用
計
画
策
定
は
少
し
も

進
ん
で
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な

事
務
の
あ
り
方
を
し
っ
か
り
総

括
し
、
教
訓
を
引
き
出
し
て
今

後
に
望
む
べ
き
と
考
え
る
が
ど

う
か
。

答　

お
質
し
の
通
り
と
考
え

る
。

●　

総　

括　

質　

疑　

●

相
原　

京
子　
議
員

田
中
忠
治
郎
議
員

半
澤　
　

高
議
員

斎
藤　

松
夫
議
員
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平
成
十
八
年
度
は
自
立
へ
の

道
を
軌
道
に
乗
せ
る
べ
き
重
要

な
年
で
あ
っ
た
。
結
果
は
ど
う

で
あ
っ
た
か
。
自
立
を
軌
道
に

乗
せ
る
試
金
石
と
も
い
う
べ
き

福
島
蚕
糸
跡
地
利
活
用
計
画
策

定
は
少
し
も
進
ま
な
か
っ
た
。

そ
の
う
え
、
一
〇
〇
％
落
札
問

題
な
ど
官
製
談
合
疑
惑
が
表
面

化
し
説
明
責
任
も
果
た
さ
れ
て

い
な
い
。
町
民
の
信
頼
低
下
は

著
し
く
、
こ
の
よ
う
な
十
八
年

度
予
算
執
行
を
認
め
る
こ
と
は

出
来
ず
反
対
で
あ
る
。

　

平
成
十
八
年
度
一
般
会
計
決

算
認
定
に
賛
成
の
立
場
で
討
論

し
ま
す
。

　

当
初
予
算
編
成
時
に
は
、『
経

常
経
費
の
縮
減
に
努
め
て
自
主

財
源
の
確
保
を
図
り
、
行
政

サ
ー
ビ
ス
水
準
の
維
持
に
努
め

る
』
と
の
方
針
で
あ
り
ま
し
た

が
、
決
算
上
遂
行
さ
れ
た
こ
と

と
考
え
ま
す
。

　

今
後
、〝
自
立
の
道
は
〟
相

当
険
し
い
も
の
と
な
り
ま
す

が
、
我
々
町
民
に
は
助
役
（
副

町
長
）
不
在
で
も
事
務
執
行
を

ス
ム
ー
ズ
に
で
き
る
町
職
員
と

い
う
宝●

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
宝●

を
活
か
し
、
今
後
の
指
針
と
な

る
財
政
計
画
の
早
期
作
成
や
新

た
な
発
想
と
創
意
工
夫
に
よ
る

町
政
運
営
に
期
待
す
る
も
の
で

す
。*
*
*
*
*
*
*
*

　

平
成
十
八
年
度
一
般
会
計
歳

入
歳
出
決
算
は
、
賛
成
多
数
で

認
定
さ
れ
ま
し
た
。

斎
藤　

松
夫
議
員

半
澤　
　

高
議
員

討　

論

反
対

賛
成

平
成
十
八
年
度　

特
別
会
計

決　

算　

認　

定

　

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

（
事
業
勘
定
）
歳
入
歳
出
決
算

は
、
歳
入
決
算
額
十
三
億
二
千

五
百
二
十
七
万
四
千
円
、
歳
出

決
算
額
十
二
億
九
百
七
十
八
万

五
千
円
と
な
り
、
歳
入
歳
出
差

引
一
億
千
五
百
四
十
八
万
九
千

円
の
剰
余
金
が
生
じ
た
の
で
、

全
額
翌
年
度
に
繰
り
越
し
ま
し

た
。

〈

決

算

の

概

要

〉

　

歳
入
で
は
、
予
算
現
額
に
対

し
五
千
五
百
九
十
六
万
九
千

円
、
率
に
し
て
四
・
四
％
の
増

と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
主
な
も

の
は
、
国
・
県
支
出
金
の
増
で

す
。

　

歳
出
で
は
、
予
算
現
額
に
対

し
五
千
九
百
五
十
一
万
九
千

円
の
残
と
な
り
、
執
行
率
は

九
五
・
三
％
で
す
。
そ
の
主
な

も
の
は
、
保
険
給
付
費
八
億

千
三
百
十
八
万
円
、
老
人
保
健

拠
出
金
二
億
二
百
六
十
九
万

千
円
、
介
護
給
付
金
八
千
二
百

四
十
五
万
七
千
円
で
、
全
体
の

九
十
・
八
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
被
保
険
者
一
人
当
た

り
の
医
療
費
等
は
、
一
般
分
は

減
と
な
り
ま
し
た
が
、
退
職
分

は
退
職
被
保
険
者
数
の
増
、
加

入
者
の
高
齢
化
に
よ
り
増
と
な

り
ま
し
た
。

　

保
険
事
業
の
運
営
に
つ
い
て

は
、
早
期
受
診
や
健
康
づ
く
り

な
ど
、
被
保
険
者
の
疾
病
予
防

の
推
進
を
図
り
な
が
ら
医
療
費

の
適
正
化
と
国
保
税
の
収
納
率

向
上
を
図
り
、
健
全
財
政
の
維

持
に
努
力
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

老
人
保
健
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算
は
、
歳
入
決
算
額
十
三

億
八
千
六
百
九
十
七
万
二
千
円
、

歳
出
決
算
額
十
三
億
七
千
八
百

四
十
六
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

歳
入
歳
出
差
引
八
百
五
十
一
万

二
千
円
の
剰
余
金
は
、
全
額
翌

年
度
に
繰
越
処
理
し
ま
し
た
。

〈

決

算

の

概

要

〉

　

歳
入
で
は
、
予
算
現
額
に
対

し
二
百
三
十
七
万
八
千
円
の
増

と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
主
な
も

の
は
、
国
庫
支
出
金
で
す
。

　

歳
出
に
つ
い
て
は
、
予
算
現

額
に
対
し
六
百
十
三
万
千
円
の

残
と
な
り
、
執
行
率
は
九
十

九
・
六
％
で
す
。
そ
の
主
な
も

の
は
、
医
療
諸
費
十
三
億
九
百

四
十
七
万
九
千
円
で
前
年
対
比

九
万
円
、
率
に
し
て
〇
・
〇
〇

七
％
の
減
と
な
り
ま
し
た
。

健
全
財
政
の
維
持
に
努
力

国保会計

医
療
諸
費

　

前
年
と
ほ
ぼ
同
額

老人保健
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保
険
給
付
費
は

　

前
年
度
対
比
三
・
五
％
減

介護保険

　

介
護
保
険
特
別
会
計
（
保
険

事
業
勘
定
）歳
入
歳
出
決
算
は
、

歳
入
決
算
額
九
億
二
千
三
百
八

十
四
万
円
、
歳
出
決
算
額
八
億

八
千
七
十
二
万
円
と
な
り
、
歳

入
歳
出
差
引
残
額
四
千
三
百
十

二
万
円
の
剰
余
金
が
生
じ
た
の

で
、
三
千
七
百
九
十
七
万
四
千

円
を
介
護
給
付
費
準
備
基
金
に

積
み
立
て
し
、
残
額
五
百
十
四

万
六
千
円
を
翌
年
度
へ
繰
越
処

理
し
ま
し
た
。

〈
決

算

の

概

要

〉

　

歳
入
で
は
、
予
算
現
額
に
対

し
九
百
二
十
四
万
八
千
円
の
減

と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
主
な
も

の
は
、
介
護
保
険
料
、
県
支
出

金
及
び
支
払
基
金
交
付
金
で

す
。

　

歳
出
で
は
、
予
算
現
額
に
対

し
五
千
二
百
三
十
六
万
八
千
円

の
残
と
な
り
、執
行
率
九
十
四
・

四
％
で
す
。そ
の
主
な
も
の
は
、

保
険
給
付
費
七
億
五
千
百
二
十

五
万
八
千
円
で
、
前
年
度
対
比

二
千
七
百
二
十
四
万
九
千
円
、

率
に
し
て
三
・
五
％
の
減
と
な

り
ま
し
た
。

　

公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

歳
入
歳
出
決
算
は
、
歳
入
決
算

額
三
億
八
千
四
百
十
二
万
四
千

円
、
歳
出
決
算
額
三
億
七
千

六
百
二
万
五
千
円
と
な
り
、
歳

入
歳
出
差
引
残
額
八
百
九
万

九
千
円
を
全
額
翌
年
度
に
繰
越

し
ま
し
た
。

〈

決

算

の

概

要

〉

　

歳
入
で
は
、
予
算
現
額
に
対

し
九
十
七
万
九
千
円
の
増
と
な

り
ま
し
た
。そ
の
主
な
も
の
は
、

下
水
道
使
用
料
で
す
。

　

歳
出
で
は
、
予
算
現
額
に
対

し
七
百
十
一
万
九
千
円
の
残
と

な
り
、
執
行
率
九
十
八
・
一
％

で
す
。

　

ま
た
、
平
成
十
八
年
度
の

整
備
面
積
は
七
・
二
ヘ
ク
タ
ー

ル
で
、
年
度
末
の
供
用
開
始

面
積
は
百
十
二
・
六
ヘ
ク
タ
ー

ル
、
年
度
末
水
洗
化
率
は

八
十
三
・
九
％
と
な
り
ま
し
た
。

　

水
道
事
業
会
計
決
算
の
経
営

概
要
は
、
給
水
人
口
一
万
二
千

四
百
五
十
九
人
、
年
間
有
収
水

量
は
百
四
十
一
万
三
千
五
百
二

十
四
ト
ン
、
有
収
率
八
十
七
・

九
％
で
す
。
前
年
度
と
比
較
す

る
と
、
給
水
人
口
は
八
十
人
の

増
、
有
収
水
量
で
二
万
九
千
六

百
四
十
四
ト
ン
の
減
及
び
有
収

率
で
一
・
二
ポ
イ
ン
ト
の
減
と

な
り
ま
し
た
。

　

収
益
的
収
支
に
つ
い
て
は
、

収
入
三
億
七
千
五
百
七
十
八
万

円
に
対
し
、
支
出
が
三
億
三
千

二
百
三
万
円
で
、
純
利
益
は
三

千
七
百
九
十
六
万
円
と
な
り
、

前
年
度
と
比
較
し
て
三
千
三
十

六
万
円
の
増
と
な
り
ま
し
た
。

　

資
本
的
収
支
に
つ
い
て
は
、

収
入
一
億
千
七
百
九
十
一
万

円
、
支
出
一
億
九
千
八
百
五
十

万
円
で
、
不
足
額
は
八
千
五
十

九
万
円
と
な
り
ま
し
た
が
当
年

度
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整

額
、
当
年
度
分
損
益
勘
定
留
保

資
金
で
補
て
ん
し
ま
し
た
。

　

建
設
改
良
事
業
に
つ
い
て

は
、
第
四
次
拡
張
事
業
に
伴
う

配
水
管
布
設
工
事
等
を
実
施

し
、
給
水
能
力
の
増
強
を
図
り

ま
し
た
。

　

利
益
剰
余
金
処
分
に
つ
い
て

は
、
当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余

金
六
千
百
三
十
九
万
円
の
う
ち

減
債
積
立
金
に
二
百
万
円
、
建

設
改
良
積
立
金
に
八
百
万
円
を

積
み
立
て
、
残
額
五
千
百
三
十

九
万
円
は
翌
年
度
に
繰
越
し
ま

し
た
。

供
用
開
始
面
積

　

百
十
二
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
に

公共下水道

給
水
能
力
の
増
強
を
図
る

水道事業

▲負担増、深まる不安
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　平成19年第10回定例会は、９月４日から９月1�

日までの10日間の会期で開催されました。

　提出された議案は1�件で、その内容は平成1�年

度一般会計歳入歳出決算認定をはじめ、各会計の決

算認定６件、条例制定２件、条例改正２件、補正予

算３件などでした。

　すべて、原案通り可決されました。

９
定
月
例 会

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
四
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二
千
百

二
十
四
万
二
千
円
を
追
加
し
、

予
算
総
額
を
三
十
九
億
五
千
八

百
四
十
三
万
二
千
円
と
す
る
も

の
で
す
。

《
歳　

入
》

　

＝
増
額
の
主
な
も
の
＝

○
地
方
交
付
税

　
　

千
八
百
八
十
六
万
九
千
円

○
介
護
保
険
特
別
会
計
繰
入
金

　
　
　

八
百
四
十
二
万
五
千
円

　

＝
減
額
の
主
な
も
の
＝

○
地
方
特
例
交
付
金

　
　
　
　
　

七
百
四
万
七
千
円

《
歳　

出
》

○
町
道
改
良
舗
装
工
事
請
負
費

　
　
　
　
　
　
　

千
六
百
万
円

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

（
事
業
勘
定
）
補
正
予
算
（
第

二
号
）

　

歳
出
で
諸
支
出
金
の
償

還
金
三
十
万
九
千
円
を
追

加
し
、
予
備
費
三
十
万

九
千
円
を
減
額
補
正
す
る

も
の
で
す
。

介
護
保
険
特
別
会
計
（
保

険
事
業
勘
定
）
補
正
予
算

（
第
一
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
四

千
九
十
八
万
六
千
円
を

追
加
し
十
億
千
八
百
九
十

四
万
円
と
す
る
も
の
で
す
。

《
歳　

入
》

○
給
付
費
準
備
基
金
繰
入
金

　
　

三
千
二
百
六
十
五
万
千
円

○
繰
越
金

　
　
　
　
　

五
百
四
万
六
千
円

《
歳　

出
》

○
介
護
給
付
費
、
国
、
県
負
担

金
及
び
支
払
基
金
交
付
金

の
返
還
金

　
　

二
千
九
百
二
十
七
万
千
円

○
一
般
会
計
へ
の
繰
出
金

　
　
　

八
百
四
十
二
万
六
千
円

町
公
民
館
条
例

　

中
央
公
民
館
と
地
区
公
民
館

の
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
料
を
規
定

す
る
と
と
も
に
管
理
規
定
の
新

設
、
運
営
審
議
会
の
設
置
規
定

の
削
除
、
文
言
の
整
理
等
を
行

う
為
、
現
条
例
を
廃
止
し
、
新

た
に
制
定
す
る
も
の
で
す
。

町
体
育
施
設
条
例

　

現
町
民
運
動
場
条
例
、
町
民

体
育
館
条
例
、
町
民
プ
ー
ル
条

例
、
町
民
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
条
例

を
廃
止
し
、
各
体
育
施
設
の
使

用
料
等
を
見
直
し
た
各
体
育
施

設
設
置
・
管
理
に
関
す
る
条
例

を
新
た
に
制
定
す
る
も
の
で

す
。

町
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の

も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

納
税
連
絡
員
制
度
の
廃
止
に

伴
う
「
納
税
連
絡
員
の
報
酬
」

規
定
の
削
除
及
び
旅
費
の
額
の

規
定
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

町
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
等
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

町
公
民
館
の
使
用
料
等
の
見

直
し
に
伴
い
、
町
福
祉
セ
ン

タ
ー
条
例
、
町
民
会
館
条
例
、

半
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン

タ
ー
条
例
、
睦
合
ふ
れ
あ
い
会

館
条
例
の
使
用
料
等
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

町
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

議
員
定
数
削
減
に
よ
り
、
常

任
委
員
会
の
名
称
、
委
員
定
数

及
び
そ
の
所
管
を
改
正
す
る
も

の
で
す
。（
３
ペ
ー
ジ
参
照
）

補
正
予
算

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ

き
同
意
を
求
め
る
件

　

委
員
半
沢
敏
子
氏
は
、
平
成

十
九
年
九
月
三
十
日
を
も
っ
て

任
期
満
了
と
な
る
の
で
、
原
案

の
通
り
新
任
に
同
意
し
ま
し

た
。

○
谷
地
字
道
下
十
九
番
地
の
三

　
　
　
　

安　

藤　

重　

男

　

昭
和
二
十
二
年
三
月
一
日
生

条
例
制
定

条
例
改
正

人
事
案
件
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産
業
建
設
常
任
委
員
会

水
路
改
修
工
事
に
関
す
る
請
願

（
請
願
者
）

　

下
郡
町
内
会

　
　
　

会　

長　

岩
崎　

輝
雄

（
審
査
の
結
果
）

　

採
択

◎
当
面
、
応
急
措
置
に
万
全
を

図
ら
れ
た
い
。

総
務
文
教
常
任
委
員
会

地
方
財
政
の
充
実
・
強
化
を
求

め
る
意
見
書
提
出
の
陳
情
。

（
陳
情
者
）

　

桑
折
町
職
員
労
働
組
合

　
　

執
行
委
員
長　

菅
野
泰
央

（
審
査
の
結
果
）

　

採
択

　

第
十
二
回
臨
時
会
は
、
十
月

二
十
二
日
に
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

　

提
出
さ
れ
た
議
案
は
二
件
で

す
べ
て
原
案
通
り
決
ま
り
ま
し

た
。

平
成
十
九
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
五
号
）

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
に
そ
れ
ぞ
れ
五
百
九
十
万
九

千
円
を
追
加
し
、
予
算
の
総
額

を
三
十
九
億
六
千
四
百
三
十
四

万
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

そ
の
財
源
と
し
て
、
普
通
地

方
交
付
税
三
百
七
十
二
万
円
、

林
道
施
設
災
害
復
旧
国
庫
補
助

金
二
百
十
八
万
九
千
円
（
補
助

率
・
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
充

当
す
る
も
の
で
す
。

《
補
正
す
る
主
な
も
の
》

●
本
年
七
月
十
五
日
、
台
風
四

号
の
大
雨
に
よ
る
林
道
災

害
の
本
復
旧
工
事
費

　
　
　

四
百
七
十
七
万
九
千
円

●
所
得
税
の
更
正
に
伴
う
十
八

年
度
町
県
民
税
更
正
に
よ

る
還
付
金
不
足
額

　
　
　
　
　
　
　

百
十
三
万
円

　

本
号
よ
り
広
報
委
員
会
の

メ
ン
バ
ー
が
交
替
し
ま
し

た
。

十
月
の
議
会
改
選
に
伴
い
、

委
員
会
を
は
じ
め
大
幅
な
入

替
え
で
は
あ
り
ま
す
が
、
議

員
全
員
参
加
に
よ
る
広
報
づ

く
り
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、

議
会
の
姿
を
正
確
に
伝
え
、

読
み
や
す
く
理
解
し
や
す
い

「
議
会
だ
よ
り
」
を
目
指
し

て
参
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

　

委

員

長　

原　
　

賢
志

　

副
委
員
長　

川
名　
　

子

　

編

集

長　

羽
根
田
八
千
代

　

委　
　

員　

松
山　

善
二

　
　
　

〃　
　　

平
井　

光
一

　
　
　

〃　
　　

平
井　

國
雄

請願・陳情

審査結果

メ
ン
バ
ー
チ
ェ
ン
ジ
！

〜
読
み
や
す
い
議
会
だ
よ
り
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目
指
し
て
〜

広
報
委
員
会

広
報
委
員
会

臨
時
会

発議第 13号

地方財政の充実・強化を求める意見書

　地方分権の推進、地域経済・雇用創出の促進、少子・高齢化への対応、
地域レベルでの環境需要の高まりのなかで、基礎自治体が果たす役割は一
段と高まっている。
　2008 年度予算は「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2007」に
沿って新年度概算予算作成が開始することになるが、より住民に身近なと
ころで政策や税金の使途決定、住民の意向に沿った自治体運営を行うこと
ができるよう、2008 年度政府予算における地方財政の充実・強化をめざし、
次のことを強く求める。

記

１．国：地方の税収割合 5：5の実現にむけて、さらなる税源移譲と国庫
補助負担金の改革を進め、地方自治の確立と分権改革の基盤整備につな
がる税財政制度の改革を進めること。とくに、自治体間財政力格差を是
正するための地方税の充実強化をはかること。

２．国が法令に基づく事業実施を自治体に義務づけ、自治体間の財政力格
差が大きい現状においては、地方交付税制度の財源保障と財政調整の機
能を堅持し，自治体間の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額を確
保すること。

３．地方自治体の意見を十分に踏まえた対処を行うこと。

　　以上、地方自治法第 99条の規定に基づき、意見書を提出する。

　平成 19年 9月 13日
福島県伊達郡桑折町議会議長　高　橋　宣　博

　　　内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、
　　　経済産業大臣、経済財政政策担当大臣　宛

　※意見書より抜粋掲載

補
正
予
算
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　９月定例会最終日、議員発議による「林王町長の不信任決議（案）」

が、平井光一議員他８名から提出され、質疑、討論、採決の結果、

賛成 1� 名、反対６名で否決されました。（不信任決議については、

出席議員の四分の三の同意が必要となります。）

　討論については、賛成反対それぞれ２名の議員が発言いたしま

した。

林王町長の不信任決議

　本議会は桑折町長林王喜久男君を信任しない。以上、決議する。

理由、

　本議会は本年１月 30日、桑折町長林王喜久男君に対する辞職勧告決議を可決した。

　その後７ヶ月あまりを経過し、更に明らかになった事実は次の通りである。

　福島蚕糸跡地利活用計画策定は、その後「利活用計画と財源対策骨子に基づいて計画をつ

くりなおす」ことで議会と合意したが、その後７ヶ月経過しても少しも進まず、蚕糸跡地利

活用計画調査特別委員会報告書で指摘したように「混迷の度を深めるばかり」となっており、

もはや林王町長による本計画の策定は極めて困難であることが明らかになった。

　三月定例会では、全会一致で「特定業者との癒着根絶に関する決議」を採択、100％落札

問題調査特別委員会の調査報告のとおり、「官製談合の疑い」がさらに深まっている。

　前町長からの提訴による、林王町長と桑折町が被告の立場に立つ損害賠償請求裁判におい

て、平成 15年度の業者格付け事務が、本来ならば平成 14年７月１日施行の基準ですべき

ものを改正前の基準（平成 10年７月施行）をもって行い、その結果、原告の会社が格下げ

となった事実が明らかになった。

　しかもこの事実について、林王町長は真実を明らかにすることを避け、説明責任を果たし

ていない。加えて林王町長の指示によって事務方の方針を変更し、一括発注に導いた醸芳小

学校体育館解体工事及び校庭整備工事についての疑問にも答えられず、不信は深まるばかり

である。

　以上の事実から、林王町長によっては公正にして公平な町政の実現は不可能であり、当面

する諸課題の解決も困難であると考える。町民の信頼回復をはかるためにも林王町長の退陣

を強く求め本決議案を提出する。

　　　平成 19年９月 13日

福島県伊達郡桑折町議会　　

林王町長の不信任決議を否決

12
6対

発議第 14号

賛成

反対反対

賛成
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現
在
我
が
町
は
自
立
の
町
づ

く
り
を
め
ざ
し
、
町
民
の
暮
ら

し
と
福
祉
を
守
る
為
に
、
邁
進

し
て
い
る
最
中
に
於
て
の
町
長

不
信
任
決
議
案
提
出
は
、
町
民

に
不
安
と
議
会
に
対
す
る
信
頼

と
失
墜
を
与
え
る
以
外
何
物
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

議
会
に
身
を
置
く
者
と
し
て

町
民
が
議
会
を
見
る
本
当
の
姿

を
知
っ
て
の
事
な
の
か
、
こ
れ

ま
た
こ
の
時
期
に
と
疑
問
が
残

り
ま
す
。

　

町
民
の
間
で
は
、
議
会
に
対

し
て
あ
き
ら
め
の
声
が
大
で
あ

り
、
住
民
の
為
の
議
会
で
あ
る

べ
き
な
の
に
、
議
員
の
為
の
議

会
と
う
つ
る
か
ら
で
あ
る
為
。

　

不
信
任
決
議
案
に
対
し
ま
し

て
賛
成
の
態
度
を
と
り
ま
す
。

提
案
理
由
が
丸
々
呑
み
込
め
た

わ
け
で
は
な
い
の
で
私
が
賛
成

す
る
理
由
を
申
し
述
べ
ま
す
。

　

今
の
町
と
議
会
と
の
関
係
は

誰
が
見
て
も
「
車
の
両
輪
の
よ

う
に
」
と
は
な
っ
て
お
り
ま
せ

ん
。
お
互
い
に
補
い
合
い
な
が

ら
重
要
案
件
を
少
し
で
も
前
へ

進
め
て
欲
し
い
と
い
う
の
が
町

民
意
見
の
大
半
で
す
。
こ
の
状

況
を
打
破
す
る
た
め
に
は
議
会

解
散
と
町
長
が
町
民
の
信
を
問

う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
近
い

将
来
を
含
め
た
今
後
、
議
会
と

町
と
の
関
係
、
更
に
は
町
民
利

益
の
た
め
に
、
そ
の
必
要
性
が

高
い
と
考
え
賛
成
す
る
も
の
で

す
。

　

財
政
は
き
び
し
く
諸
問
題
が

発
生
し
て
い
る
中
、
一
〇
〇
％

落
札
問
題
は
長
期
に
渡
り
調
査

を
し
て
き
ま
し
た
が
明
確
な
答

は
ま
だ
出
て
お
り
ま
せ
ん
。
㈱

安
細
組
か
ら
の
損
害
賠
償
請
求

訴
訟
に
お
い
て
も
議
会
で
の
調

査
で
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
今

係
争
中
の
重
要
な
と
き
で
あ
り

ま
す
。
裁
判
の
判
決
を
見
守
る

べ
き
で
あ
り
憶
測
で
早
が
て

ん
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

我
々
議
員
は
、
町
そ
し
て
町
民

の
利
益
の
為
に
議
論
を
傾
注
す

べ
き
で
あ
り
、
今
こ
の
よ
う
な

時
期
に
不
信
任
決
議
を
出
せ

ば
、
益
々
町
民
を
混
乱
さ
せ
不

安
感
を
あ
お
る
だ
け
で
あ
り
ま

す
。
以
っ
て
こ
の
決
議
は
反
対

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

次
の
理
由
に
よ
り
賛
成
の
態

度
を
と
る
。

一
、
不
信
任
提
出
理
由
の
す
べ

て
が
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
あ

り
、
そ
の
事
実
は
す
べ
て
の
議

員
が
承
知
し
て
い
る
と
こ
ろ

だ
。
こ
の
決
議
案
に
は
大
義
が

あ
る
。

二
、
重
要
問
題
で
林
王
町
長
は

答
弁
不
能
の
状
態
に
陥
っ
て
お

り
、
桑
折
町
は
ま
さ
し
く
閉
塞

状
況
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
れ
で

は
自
立
へ
の
道
を
軌
道
に
乗
せ

る
こ
と
は
出
来
な
い
。

三
、
林
王
町
長
は
自
ら
進
ん
で

職
を
辞
す
べ
き
段
階
に
あ
る
と

考
え
る
が
、
そ
う
し
た
自
覚
に

は
到
達
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て

こ
の
閉
塞
状
況
の
打
開
は
不
信

任
決
議
案
の
可
決
以
外
に
な

い
。

　
　
　

原　
　
　

賢　

志

　
　
　

半　

澤　
　
　

高

　
　
　

亀　

岡　

好　

雄

　
　
　

田　

中　

忠
治
郎

　
　
　

平　

井　

光　

一

　
　
　

朽　

木　

正　

衛

　
　
　

大　

宮　

平　

吾

　
　
　

相　

原　

京　

子

　
　
　

斎　

藤　

松　

夫

　
　
　

半　

沢　

正　

仲

　
　
　

奥　

山　

敏　

夫

　
　
　

高　

橋　

宣　

博

討　論

松
山
善
二
議
員

反
対
討
論

半
澤　

高
議
員

賛
成
討
論

平
井
國
雄
議
員

反
対
討
論

斎
藤
松
夫
議
員

賛
成
討
論

賛

成

議

員

反

対

議

員

　
　
　

平　

井　

國　

雄

　
　
　

松　

山　

善　

二

　
　
　

浅　

野　

義　

雄

　
　
　

羽
根
田　

幸　

一

　
　
　

渡　

邊　

惣
一
郎

　
　
　

大　

槻　

深　

悦
　

　

尚
、
松
山
善
二
議
員
の
討
論

に
不
適
切
な
言
動
が
あ
っ
た
為

本
会
議
に
お
い
て
謝
罪
し
、
責

任
を
と
っ
て
総
務
文
教
常
任
委

員
長
を
辞
任
し
ま
し
た
。
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問　

町
発
注
工
事
指
名
入
札
等

に
つ
い
て
次
の
点
を
伺
う
。

⑴
請
負
有
資
格
名
簿
、
県
と

町
の
評
点
の
一
部
が
食
い

違
っ
て
い
る
が
な
ぜ
か
。

⑵
過
去
の
指
名
入
札
に
お
い

て
、
工
事
実
績
よ
り
指
名

回
数
を
優
先
さ
せ
た
の
は

な
ぜ
か
。

⑶
八
月
か
ら
の
入
札
制
度
は

⑷
政
治
倫
理
条
例
を
つ
く
る
べ

き
で
は
。

答　

町
長　

⑴
町
と
県
の
評
点

に
差
異
が
あ
っ
た
の
は
、
町
で

は
経
審
の
評
点
を
平
成
十
年
七

月
改
正
を
適
用
し
、
県
は
平
成

十
四
年
七
月
改
正
を
適
用
し
た

た
め
生
じ
た
も
の
だ
。
⑵
指
名

基
準
に
基
づ
き
指
名
し
て
お
り

公
平
・
公
正
は
保
た
れ
て
い

る
。
⑶
桑
折
町
条
件
付
一
般
競

争
入
札
試
行
取
扱
要
領
を
決
定

し
た
の
で
、
す
み
や
か
に
、
周

知
を
図
り
施
行
し
て
い
く
。
⑷

政
治
倫
理
条
例
を
作
る
考
え
は

な
い
。

民
間
活
用
も
含
め

　

税
収
を
図
る
べ
き
で
は

議
会
と
協
議
し
な
が
ら

　
　
　
　
　
　
　

進
め
る

問　

福
島
蚕
糸
跡
地
利
活
用
に

関
し
て
次
の
点
を
伺
う
。

⑴
基
本
計
画
を
全
面
的
に
見
直

し
、
民
間
活
用
も
含
め
雇

用
と
税
収
増
を
図
る
べ
き

と
の
町
民
の
声
に
町
長
は
。

⑵
町
民
に
も
き
ち
ん
と
し
た
説

明
を
し
、
町
民
の
意
向
を

再
確
認
す
べ
き
で
は
な
い

の
か
。

答　

町
長　

⑴
事
業
規
模
や
事

業
主
体
、
手
法
等
の
内
容
を
見

直
し
、
議
会
と
も
協
議
し
な
が

ら
進
め
る
。
⑵
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー

ト
で
示
し
て
き
た
。
町
の
考
え

を
整
理
し
て
、
議
会
と
協
議
を

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

客
観
点
数
の
食
い
違
い
は
な
ぜ

改
正
前
を
適
用
し
て
い
た
た
め

田
中
忠
治
郎
議
員

商
業
ま
ち
づ
く
り

　
　
　
　
　

基
本
構
想
は

コ
ン
パ
ク
ト
な

　
　
　
　

ま
ち
づ
く
り
で

問　

町
に
お
い
て
も
中
心
市
街

地
の
活
性
化
を
図
る
う
え
か
ら

も
「
商
業
ま
ち
づ
く
り
基
本
構

想
」
を
策
定
す
べ
き
と
思
う
が

町
と
し
て
の
対
応
は
。

答　

町
長　

県
は
「
商
業
ま
ち

づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条

例
」
を
制
定
し
た
と
こ
ろ
だ
。

本
町
に
お
い
て
は
、
高
齢
化
社

会
の
進
行
、
人
口
減
少
等
の
中

で
、
歩
い
て
暮
ら
せ
る
コ
ン
パ

ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
を
す
る
こ

と
が
持
続
性
の
あ
る
負
荷
の
少

な
い
町
づ
く
り
を
可
能
に
す
る

と
考
え
る

問　

桑
折
町
都
市
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
（
案
）
に
よ
る
と
、
町
役

場
の
移
転
及
び
道
の
駅
の
設
置

の
検
討
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
で

あ
る
の
で
、次
の
事
項
を
問
う
。

一　

町
役
場
の
移
転
に
つ
い
て

⑴
移
転
の
理
由
、
⑵
予
想
移
転

地
、
⑶
所
要
の
財
源
対
策
、
⑷

住
民
対
策
等
。

二　

道
の
駅
の
設
置
に
つ
い
て

⑴
設
置
の
理
由
、⑵
設
置
方
面
、

⑶
所
要
の
予
想
敷
地
面
積
、
⑷

所
要
の
財
源
対
策
、
⑸
地
権
者

及
び
住
民
対
策
等
。

答　

町
長　

一
、
二
合
わ
せ
て

答
え
る
。
役
場
庁
舎
の
移
転
に

つ
い
て
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
と
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
集
約

化
を
目
指
し
、
福
島
蚕
糸
跡
地

や
醸
芳
中
学
校
跡
地
を
活
用
し

た
い
。
な
お
、
魅
力
的
な
駅
前

拠
点
の
整
備
は
、
町
民
の
皆
さ

ん
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
検
討

し
て
行
く
。
道
の
駅
に
つ
い
て

は
、
一
般
国
道
四
号
の
利
用
者

の
休
憩
施
設
、
地
域
と
の
情
報

交
流
の
機
能
を
そ
な
え
た
も
の

に
、
そ
し
て
広
域
防
災
機
能
を

有
す
る
道
の
駅
に
つ
い
て
は
、

今
後
、
一
般
国
道
四
号
が
拡
幅

整
備
さ
れ
る
中
で
検
討
し
た

い
。
な
お
、
道
路
管
理
者
で
あ

る
国
、
近
隣
市
町
と
の
調
整
を

は
じ
め
、
諸
団
体
や
町
民
の
皆

さ
ん
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、

検
討
を
進
め
る
。

町
役
場
の
予
想
移
転
地
は

福
島
蚕
糸
跡
地
か
醸
芳
中
跡
地
を

奥
山　

敏
夫
議
員

一 般 質 問

6名登壇
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問　

次
の
点
に
つ
い
て
伺
う

⑴
企
業
誘
致
に
よ
る
雇
用
創
出

の
具
体
的
な
対
策
は

⑵
堰
向
工
業
団
地
の
売
却
損

五
億
二
千
万
円
の
解
消
に
、

福
島
蚕
糸
跡
地
を
売
却
し

後
世
に
負
担
を
残
す
べ
き

で
は
な
い
と
考
え
る
が
。

⑶
曙
ブ
レ
ー
キ
株
式
会
社
と
の

契
約
の
進
捗
状
況
は
。

答　

町
長
⑴
企
業
誘
致
は
、
雇

用
の
創
出
や
若
者
の
定
住
促

公
立
藤
田
病
院
の
存
続
は

改
善
策
の
履
行
で

問　

公
立
藤
田
病
院
の
改
革
に

つ
い
て
、
大
改
築
に
よ
る
企
業

債
の
七
十
八
億
円
余
の
負
債
と

医
師
不
足
が
病
院
経
営
を
圧
迫

し
て
い
る
。
病
院
の
存
続
を
図

る
た
め
、
副
管
理
者
と
し
て
の

考
え
を
伺
う
。

答　

町
長　

現
在
、
公
立
藤
田

総
合
病
院
の
改
革
に
向
け
て

「
病
院
改
革
審
議
会
」「
病
院
経

営
改
善
検
討
委
員
会
」
で
種
々

検
討
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果

に
よ
る
改
善
策
の
履
行
に
努
力

す
る
。

福
島
蚕
糸
跡
地
の

　
　
　
　
　

利
活
用
は

事
業
の
内
容
見
直
し
で

問　

次
の
点
に
つ
い
て
伺
う

⑴
福
島
蚕
糸
跡
地
の
財
源
対
策

に
つ
い
て

⑵「
福
島
蚕
糸
跡
地
利
活
用
計

画
及
び
財
源
対
策
骨
子
」

を
「
白
紙
」
に
戻
し
町
財

政
の
健
全
化
の
向
上
を
図

る
べ
き
で
は
な
い
か

答　

町
長　

⑴
財
源
状
況
の
厳

し
さ
が
予
想
さ
れ
た
が
、
地
方

交
付
税
等
の
減
少
、
藤
田
総
合

病
院
へ
の
負
担
金
問
題
、
伊
達

崎
小
学
校
耐
震
補
強
等
々
の
新

た
な
財
源
負
担
が
考
え
ら
れ

る
。
な
お
福
島
蚕
糸
跡
地
は
秩

序
あ
る
開
発
を
骨
子
案
で
進
め

る
。
⑵
福
島
蚕
糸
跡
地
の
利
活

用
計
画
に
つ
い
て
は
「
福
島
蚕

糸
跡
地
利
活
用
計
画
及
び
財
源

対
策
骨
子
」
の
事
業
規
模
や
事

業
主
体
及
び
手
法
等
の
内
容
の

見
直
し
を
行
う
。

若
者
が
夢
の
も
て
る
町
づ
く
り
は

雇
用
の
創
出
や
若
者
の
定
住
で

大
宮　

平
吾
議
員

進
等
、
こ
れ
が
地
域
経
済
の
効

果
を
図
る
う
え
で
も
重
要
で
あ

る
。
⑵
損
失
補
て
ん
は
一
般

財
源
に
よ
る
債
務
負
担
行
為

（
二
十
年
間
）
で
補
て
ん
す
る
。

⑶
曙
ブ
レ
ー
キ
工
業
株
式
会
社

と
堰
向
工
業
団
地
の
売
却
に
つ

い
て
進
め
て
い
る
が
、
契
約
に

つ
い
て
は
も
う
少
し
時
間
が
必

要
と
考
え
て
い
る
。

▲　どうする再建・存続

桑
折
町
の

　
　

官
製
談
合
の
疑
い

適
正
な
入
札
事
務
で

　
　
　
　

公
正
で
あ
る

問　

桑
折
町
の
官
製
談
合
の
疑

い
に
つ
い
て
次
の
点
を
伺
う
。

⑴
醸
芳
小
学
校
体
育
館
解
体

工
事
及
び
校
庭
造
成
工
事

の
落
札
率
は
１
０
０
％
で

あ
っ
た
。
客
観
的
に
は
、

官
製
談
合
の
疑
い
が
あ
り
、

公
平
・
公
正
と
思
わ
れ
な

い
。

⑵
去
る
六
月
二
十
五
日
、
平
成

十
五
年
・
十
六
年
町
有
資

格
者
名
簿
（
建
築
）
が
翌

二
十
六
日
差
し
替
え
ら
れ

た
の
は
行
政
事
務
執
行
上
、

理
解
で
き
な
い
。

答　

町
長　

⑴
醸
芳
小
学
校
体

育
館
解
体
工
事
及
び
校
庭
造

成
工
事
の
入
札
の
結
果
は
、
適

正
な
入
札
事
務
で
公
正
性
は
保

た
れ
る
。
⑵
当
初
作
成
し
た
有

資
格
者
名
簿
を
配
布
す
る
と
こ

ろ
、
参
考
と
し
て
作
成
し
て
い

た
別
葉
の
名
簿
で
当
時
の
税
務

財
政
課
が
所
掌
し
て
い
た
。
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桃
せ
ん
孔
病
に
対
す
る
取
り
組
み
は

対
策
検
討
し
献
上
桃
の
郷
守
る

相
原　

京
子
議
員

問　

わ
が
町
の
基
幹
産
業
で
あ

る
農
業
の
主
力
品
目
の
桃
に
せ

ん
孔
細
菌
病
が
多
発
し
た
。
産

地
存
亡
の
危
機
に
係
わ
る
と
い

わ
れ
、
関
係
者
は
対
策
に
追
わ

れ
て
い
る
。
町
と
し
て
の
取
り

組
み
を
伺
う
。

⑴
被
害
状
況

⑵
関
係
団
体
と
の
協
議

⑶
隣
接
町
と
の
情
報
交
換

⑷
被
害
農
家
に
対
す
る
支
援

答　

町
長　

⑴
八
月
二
十
九
日

現
在
の
ま
と
め
か
ら
み
る
と
、

被
害
面
積
約
四
十
一
ヘ
ク
タ
ー

ル
、
被
害
率
約
二
十
一
％
、
被

害
園
の
減
収
率
約
二
十
九
％
。

⑵
八
月
二
十
日
に
「
対
策
検
討

会
議
」
を
開
催
。
⑶
伊
達
管
内

小
学
校
卒
業
ま
で
の

　
　

医
療
費
を
無
料
に

財
政
確
保
を
し
慎
重
に

　
　
　
　

検
討
し
た
い

問　

子
育
て
支
援
の
充
実
に
関

し
て
次
の
こ
と
を
伺
う
。

⑴
子
ど
も
の
医
療
費
助
成
の
年

齢
を
引
き
上
げ
て
、
小
学

校
卒
業
ま
で
無
料
に
す
る

こ
と
。

⑵
町
独
自
の
保
育
料
頭
打
ち
制

度
を
続
け
る
こ
と
。

⑶
入
札
制
度
見
直
し
や
税
金
の

無
駄
遣
い
を
改
め
財
源
を

十
分
確
保
す
る
こ
と
。

答　

町
長　

⑴
妊
婦
検
診
無

料
化
の
拡
大
等
を
図
っ
て
き

た
。
医
療
費
助
成
拡
大
は
、
他

会
計
に
影
響
有
り
、
今
後
、
財

源
確
保
を
含
め
慎
重
に
検
討
し

た
い
。
⑵
均
衡
の
と
れ
た
応
分

の
保
育
料
を
検
討
し
、
子
育
て

酸
素
濃
縮
器

　
　
　

電
気
料
助
成
を

財
政
面
か
ら

　
　
　
　

慎
重
に
検
討

問　

病
弱
で
あ
っ
て
も
安
心
し

て
住
み
続
け
ら
れ
る
町
づ
く
り

の
た
め
、
在
宅
で
酸
素
医
療
の

水
害
防
止
の
抜
本
対
策

　
　

と
当
面
の
措
置
は

現
在
は
土
の
う
で

　
　
　
　
　
　

対
応

問　

水
害
の
な
い
町
づ
く
り
の

た
め
に
次
の
こ
と
を
伺
う
。

⑴
豪
雨
時
に
お
け
る
西
根
堰
の

溢
水
か
ら
根
岸
平
石
地
区

の
人
家
を
守
る
抜
本
的
対

策
と
当
面
の
措
置
に
つ
い

て
⑵
下
郡
地
区
の
西
根
堰
に
つ
い

て
も
同
様
に
伺
う
。

答　

町
長　

⑴
⑵
西
根
堰
の
溢

水
に
つ
い
て
は
、
伊
達
崎
排
水

機
場
の
導
水
路
に
繋つ

な

ぐ
、
西
根

堰
か
ら
の
放
水
路
を
検
討
す
る

が
、
現
時
点
で
は
無
い
の
で
、

土
の
う
等
に
よ
る
対
応
で
あ

る
。

伊
達
崎
小
の

　
　
　
　

耐
震
補
強
は

今
年
度
中
に

　
　
　

実
施
設
計
発
注

問　

伊
達
崎
小
学
校
耐
震
補
強

の
検
討
経
過
と
進
捗
状
況
を
伺

う
。

答　

教
育
長　

補
強
、
改
修
に

つ
い
て
内
部
検
討
、
教
育
委
員

会
定
例
会
で
の
報
告
、
協
議
を

経
て
、
現
在
、
本
校
舎
と
屋
内

運
動
場
の
耐
震
改
修
実
施
設
計

の
発
注
に
向
け
て
準
備
中
で
あ

る
。

　桃せん孔細菌病とは

　細菌（バクテリア）が病原菌で葉・果実・枝を浸す。

防除は大変困難であり、次年度にも拡大のおそれがある

と言われている。

　枝は褐色になり、凹んだ病斑になる。葉にも斑点があ

らわれ、後に落葉する。果実は初め褐色の小斑点であるが，

やがて拡大し黒褐色となり、不整形の果肉にくいこんだ

病斑となる。

全
域
で
発
生
。
⑷
献
上
桃
の
郷

と
し
て
品
質
の
維
持
、
産
地
の

維
持
が
重
要
。
対
策
を
検
討
し

た
い
。

方
に
電
気
料
の
助
成
を
実
施
す

る
考
え
は
な
い
か
伺
う
。

答　

町
長　

県
内
で
は
六
市
町

村
が
実
施
し
て
い
る
が
、
桑
折

町
は
障
害
の
あ
る
方
に
対
す
る

他
の
助
成
事
業
も
含
め
て
、
財

政
面
か
ら
も
慎
重
に
検
討
し
て

い
き
た
い
。

家
庭
の
負
担
軽
減
を
図
る
。
⑶

財
政
の
将
来
予
測
は
歳
入
総
額

の
減
少
で
あ
る
。
収
入
に
合
っ

た
歳
出
構
造
に
改
革
す
る
考
え

だ
。



―議会だより1� 

町
長
見
解
崩
れ
た
こ
と
認
め
よ

係
争
中
の
た
め
答
弁
は
控
え
る

斉
藤　

松
夫
議
員

問　

「
一
〇
〇
％
落
札
問
題
」

に
対
す
る
町
長
見
解
は
、「
適

正
な
入
札
事
務
の
も
と
す
す
め

ら
れ
た
も
の
で
問
題
は
な
い
」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
今
度
は
平
成
十
五
・
十
六

年
度
入
札
資
格
審
査
に
お
け
る

格
付
け
事
務
の
誤
り
が
表
面
化

し
た
。
そ
の
う
え
本
来
あ
る
べ

き
指
名
委
員
会
な
ど
の
会
議
録

も
な
い
と
い
う
有
様
だ
。
も
は

や
適
正
事
務
で
問
題
な
し
の
町

長
見
解
が
崩
れ
た
こ
と
を
認
め

る
べ
き
段
階
で
は
な
い
か
。

答　

町
長　

当
該
年
度
の
事
務

は
す
べ
て
の
申
請
者
に
対
し
同

一
の
基
準
で
や
っ
た
も
の
だ
。

本
件
は
係
争
中
で
も
あ
り
答
弁

は
差
し
控
え
る
。

宅
地
開
発
計
画

　
　

見
直
し
の
理
由
は

売
れ
残
り
懸
念
の

　
　
　

意
見
多
い
た
め

問　

蚕
糸
跡
地
利
活
用
計
画
の

事
業
規
模
等
見
直
し
対
象
を
、

三
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
宅
地
開
発
計

画
と
説
明
さ
れ
て
い
た
が
、
そ

の
理
由
を
伺
い
た
い
。

答　

町
長　

計
画
推
進
会
議
で

検
討
の
途
上
、
宅
地
開
発
に
つ

い
て
は
、
宅
地
の
売
れ
残
り
を

懸
念
す
る
意
見
が
多
く
、ま
た
、

一
部
に
住
民
要
望
の
多
い
商
業

施
設
を
入
れ
て
、
財
源
対
策
も

考
え
る
べ
き
と
す
る
意
見
も
あ

る
。
そ
こ
で
事
業
規
模
、
事
業

主
体
、
手
法
な
ど
に
つ
い
て
見

直
し
す
る
考
え
で
あ
る
。

工
業
団
地
の

　
　

損
失
補
て
ん
額
は

利
息
含
め

　

六
億
二
千
二
百
万
円

問　

堰
向
工
業
団
地
売
却
に
よ

る
損
失
補
て
ん
額
並
び
に
年
度

ご
と
補
て
ん
額
、
補
て
ん
財
源

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

答　

町
長　

損
失
補
て
ん
合
計

額
は
利
息
を
含
め
て
六
億
二
千

二
百
万
円
だ
。
年
度
ご
と
補
て

ん
額
は
補
て
ん
期
間
を
二
十
年

間
と
し
、
初
年
度
の
平
成
二
十

改
革
へ
の
四
項
目

　
　
　
　

提
言
内
容
は

病
院
機
能
の

　
　
　

明
確
化
な
ど
だ

問　

公
立
藤
田
病
院
改
革
審
議

会
は
新
日
本
監
査
法
人
か
ら
四

項
目
の
提
言
を
受
け
て
い
る
。

そ
の
内
容
を
伺
い
た
い
。

答　

町
長　

次
の
よ
う
な
内
容

で
あ
る
。

一
、
こ
の
地
域
で
の
医
療
・
介

護
を
ど
の
よ
う
に
構
想
し
、

そ
の
中
で
公
立
藤
田
病
院

が
担
う
機
能
を
明
ら
か
に

し
て
い
く
こ
と
。

二
、
現
実
的
な
財
務
負
担
関
係

の
検
討
。

三
、
他
の
公
立
病
院
と
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
機
能
の
充
実
と

県
の
役
割
の
認
識
。

四
、
運
営
形
態
の
検
討
。

問　

町
長
は
三
月
定
例
議
会
で

の
施
政
方
針
に
て
「
自
立
の
た

め
の
財
政
計
画
の
樹
立
に
努
め

る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
財
政

計
画
作
成
の
進
捗
状
況
等
に
つ

い
て
伺
う
。

答　

町
長　

財
政
計
画
の
作
成

に
つ
い
て
は
、
事
務
事
業
評
価

等
を
進
め
な
が
ら
、
庁
議
で
協

議
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
ま
だ
、
説
明
で
き
る
段
階

に
い
た
っ
て
い
な
い
。
計
画
作

成
し
だ
い
町
民
懇
談
会
を
開
催

し
町
民
へ
説
明
す
る
予
定
で
あ

る
。

財
政
計
画
作
成
の
進
捗
状
況
は

説
明
で
き
る
段
階
に
な
い

半
澤　
　

高
議
員

（
次
ペ
ー
ジ
に
続
く
）

▲　売却予定の工業団地

年
度
は
三
千
六
百
万
円
、
最
終

年
次
の
平
成
三
十
九
年
度
に
は

約
二
千
六
百
万
円
と
見
込
ん
で

い
る
。

　

補
て
ん
財
源
と
し
て
は
借
入

金
に
か
か
る
利
払
い
に
対
す
る

一
般
会
計
か
ら
の
補
助
金
相
当

額
を
見
込
ん
で
い
る
。
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災
害
対
策
は

災
害
対
策
従
事
者

　
　

マ
ニ
ュ
ア
ル
で

　
　
　
　
　

徹
底
図
る

問　

去
る
七
月
の
台
風
四
号
接

近
に
伴
う
大
雨
に
よ
る
水
害
へ

の
対
応
等
、
防
災
に
関
し
て
次

の
二
点
を
伺
う
。

⑴
今
回
の
水
害
対
策
に
関
し
て

今
後
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

す
べ
き
点
は
。

⑵
風
水
害
や
地
震
に
よ
っ
て
通

行
人
等
に
被
害
を
及
ぼ
す

建
物
等
の
把
握
と
対
策
は
。

答　

町
長　

⑴
災
害
対
策
に
つ

い
て
は
、
町
地
域
防
災
計
画
及

び
町
水
防
計
画
に
よ
り
対
策
を

行
う
こ
と
に
し
て
い
る
が
、
対

策
資
材
に
不
足
が
生
じ
る
な

ど
、
一
部
に
反
省
す
る
点
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
改
善
に
向
け

努
力
し
た
い
。
災
害
対
策
が
円

滑
か
つ
迅
速
、
的
確
に
実
施
で

き
る
防
災
体
制
確
立
の
た
め
、

災
害
対
策
従
事
者
マ
ニ
ュ
ア
ル

を
早
期
に
作
成
す
る
。
⑵
建
築

物
の
安
全
性
の
確
保
の
必
要
か

ら
、
防
災
性
の
高
い
建
築
物
の

建
設
促
進
の
た
め
、
耐
震
性
・

耐
火
性
の
高
い
建
築
物
へ
の
改

奨
学
金
利
用
増
の

　
　
　
　
　
　

方
策
は

利
用
し
や
す
い

　
　
　
　
　

制
度
に

問　

町
の
奨
学
金
貸
付
制
度
に

つ
い
て
次
の
二
点
を
伺
う
。

⑴
こ
れ
ま
で
の
利
用
者
数
及
び

金
額
は
。

⑵
更
な
る
利
用
増
の
た
め
の
方

策
は
。

答　

教
育
長　

⑴
平
成
十
五

年
度
制
度
創
設
、
十
六
年
度

か
ら
の
貸
付
開
始
以
来
、
四

名
の
利
用
、
貸
付
金
総
額
は

二
百
七
十
三
万
四
千
円
で
あ

る
。
⑵
今
後
、
貸
付
金
の
増
額

や
受
付
期
間
、所
得
基
準
な
ど
、

利
用
し
や
す
い
制
度
と
な
る
よ

う
検
討
す
る
。

　

平
成
十
九
年
度
福
島
県
町
村

議
会
研
修
会
が
、
去
る
十
一
月

十
二
日
に
「
ビ
ッ
グ
パ
レ
ッ
ト

ふ
く
し
ま
」
に
て
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

今
回
の
研
修
で
は
、「
今
後

の
地
方
分
権
改
革
、
地
方
財
政

等
」
に
つ
い
て
、
東
京
大
学
大

学
院
教
授
の
神
野
直
彦
氏
よ

り
、
ま
た
「
こ
れ
か
ら
の
政
局

展
望
を
探
る
」
と
題
し
、
テ
レ

ビ
朝
日
キ
ャ
ス
タ
ー
・
コ
メ
ン

テ
ー
タ
ー
の
三
反
園
訓
氏
よ
り

講
演
を
頂
き
ま
し
た
。

　

議
会
で
は
、
自
立
を
目
指
す

町
に
ふ
さ
わ
し
い
議
会
の
確
立

と
議
会
活
性
化
に
活
か
し
て
行

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

平成 19年度

福島県町村議会議員研修会
開　　催

ビッグパレットふくしま

修
な
ど
。
ま
た
、
避
難
所
ま
で

の
避
難
路
等
に
面
す
る
落
下
物

の
恐
れ
の
あ
る
建
築
物
に
つ
い

て
も
、
所
有
者
及
び
管
理
者
に

対
し
、
改
善
を
要
請
す
る
。

▲　進む災害復旧
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子
育
て
支
援
の

　

現
状
と
今
後
の

　
　

あ
り
方
に
つ
い
て

　

少
子
高
齢
化
が
進
む
な
か
、

国
も
県
も
子
育
て
支
援
に
力
を

入
れ
て
来
て
い
ま
す
。
本
委

員
会
で
は
平
成
十
八
年
四
月

二
十
四
日
か
ら
平
成
十
九
年
八

月
二
十
四
日
ま
で
、
担
当
課
長

の
出
席
を
求
め
、
説
明
を
受
け

質
疑
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
幼

保
一
元
化
の
動
き
の
な
か
で
、

担
当
課
も
福
祉
介
護
課
か
ら
学

校
教
育
課
に
移
る
な
ど
、
変
化

が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
世
代
育
成
支
援
行
動
計
画

が
た
て
ら
れ
、
社
会
全
体
で
子

ど
も
達
の
発
達
を
見
守
り
、
子

ど
も
を
も
つ
親
を
支
援
す
る
体

制
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
認

定
こ
ど
も
園
」
に
つ
い
て
は
、

取
り
組
み
状
況
と
、
今
後
の
保

育
の
あ
り
方
が
ど
う
な
る
か
、

説
明
を
受
け
ま
し
た
。
国
と
自

治
体
が
責
任
を
も
っ
て
き
た
保

育
制
度
が
、
規
制
緩
和
と
民
間

参
入
の
方
向
へ
切
り
変
わ
ろ
う

と
し
て
い
ま
す
。
平
成
二
十
年

度
か
ら
、
幼
保
連
携
プ
ラ
ン
の

具
元
化
と
し
て
窓
口
の
一
本
化

が
は
か
ら
れ
ま
す
。

　

児
童
館
は
年
々
利
用
者
が
増

加
し
、
施
設
が
狭
く
な
っ
て
い

る
状
況
を
確
認
し
ま
し
た
。

〈
調
査
の
結
果
〉

　

子
育
て
支
援
を
充
実
さ
せ
、

効
果
的
な
少
子
化
対
策
を
図
る

た
め
に
、
行
政
・
学
校
・
職
場
・

地
域
・
家
庭
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役

割
を
果
た
し
、
子
ど
も
を
産
み

育
て
や
す
い
環
境
を
整
え
る
こ

と
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
子
ど

も
の
医
療
費
助
成
年
齢
引
き
上

げ
に
努
め
る
こ
と
も
必
要
で
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　

に
関
し
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
理
解

と
高
齢
者
の
健
康
維
持
の
た
め

に
、
平
成
十
九
年
二
月
十
三
日
、

健
康
ほ
け
ん
課
長
に
出
席
を
求

め
、
資
料
に
よ
り
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
及
び
福
島
県
高
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
に
つ
い
て

説
明
を
受
け
質
疑
を
行
っ
た
。

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日
、
同

課
長
に
出
席
を
求
め
、
資
料
に

よ
り
同
制
度
に
係
る
予
算
措
置

及
び
条
例
に
つ
い
て
説
明
を
受

け
質
疑
を
行
っ
た
。

〈
調
査
の
結
果
〉

　

平
成
二
十
年
四
月
か
ら

七
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
を
対

象
と
し
た
後
期
高
齢
者
医
療
制

を
つ
く
す
事
は
欠
く
事
が
出
来

な
い
。
本
委
員
会
は
、
集
落
営

農
の
実
態
並
び
に
農
業
経
営

所
得
の
安
定
対
策
、
JA
フ
ァ
ー

マ
ー
ズ
マ
ー
ケ
ッ
ト
出
店
計
画

に
つ
い
て
、
本
町
に
設
置
さ
れ

る
事
を
望
み
、
そ
の
検
討
を

行
っ
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

現
在
ま
で
の
調
査
か
ら
出
店
計

画
は
明
ら
か
で
な
い
こ
と
が
判

明
し
た
。
今
後
は
「
道
の
駅
」

直
売
所
設
置
が
本
町
農
業
振
興

発
展
の
一
環
と
し
て
実
行
す
る

事
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

宅
地
開
発
事
業
の

促
進
に
つ
い
て

　

宅
地
開
発
事
業
に
つ
い
て
は

道
合
地
区
の
八
区
画
の
う
ち
七

区
画
が
販
売
済
み
で
あ
り
、
現

在
、
西
段
地
区
住
宅
造
成
事
業

が
進
め
ら
れ
て
い
る
状
況
で
あ

る
。
平
成
十
九
年
度
完
成
で
、

平
成
二
十
年
度
か
ら
販
売
の
予

定
が
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
光
明
が
見
え
て
来
た
感
覚

で
あ
る
。
今
後
一
層
の
努
力
を

期
待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
次
ペ
ー
ジ
に
続
く
）

　9 月定例会において、各常任委員会に付託

されていた調査事件の調査結果が、委員長

より、次の通り報告されました。

委員会レポート

福
祉
厚
生
常
任
委
員
会

　

本
委
員
会
は
、
次
の
四
項
目

の
調
査
を
行
っ
て
来
ま
し
た
。

道
水
路
の

　

整
備
事
業
に
つ
い
て

　

本
町
に
お
け
る
道
水
路
綱
の

事
業
は
、
請
願
、
陳
情
が
山
積

し
て
い
る
状
況
に
あ
り
、
町
民

か
ら
早
急
な
工
事
発
注
を
求
め

ら
れ
て
い
る
。

　

住
民
の
安
全
と
安
心
を
確
保

す
る
上
か
ら
、
工
事
の
コ
ス
ト

縮
減
等
、
現
場
の
実
態
を
考
慮

し
、
現
物
支
給
工
法
等
も
取
り

入
れ
な
が
ら
効
率
的
な
整
備
促

進
が
最
重
要
不
可
欠
な
課
題
で

あ
る
。

地
域
農
業
の

　

振
興
の
方
策
に
つ
い
て

　

地
域
農
業
の
振
興
の
方
策
に

つ
い
て
は
、
農
作
物
、
特
に
桃

は
現
在
本
町
の
最
重
要
作
物
で

あ
り
、
そ
の
生
産
に
当
り
万
全

産
業
建
設
常
任
委
員
会

度
が
始
ま
る
。
町
は
こ
の
制
度

に
つ
い
て
後
期
高
齢
者
に
充
分

理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
啓
蒙
に

努
め
ら
れ
た
い
。
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中
心
市
街
地
の

活
性
化
に
つ
い
て

　

中
心
市
街
地
の
活
性
化
推
進

に
あ
た
り
、
本
町
に
お
い
て
も

経
済
の
停
滞
や
人
口
の
減
少
、

少
子
高
齢
化
を
背
景
に
中
心
市

街
地
の
衰
退
現
象
が
表
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
中
で
、
住
民
の

意
見
を
反
映
さ
せ
、「
桑
折
町

都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
見

直
し
が
行
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
し
か
し
、
都
市
拠
点

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
エ
リ

ア
に
お
け
る
福
島
蚕
系
跡
地
利

活
用
計
画
策
定
は
、
今
だ
そ
の

途
上
に
あ
る
。
本
町
の
財
政
構

築
を
図
る
た
め
に
も
同
跡
地
利

活
用
計
画
策
定
を
当
面
す
る
最

重
要
課
題
と
位
置
づ
け
、
速
や

か
な
る
事
業
の
推
進
を
図
る
こ

と
を
強
く
要
求
し
て
止
ま
な

い
。

　

地
方
分
権
の
時
代
に
ふ
さ
わ

し
い
役
割
を
果
た
せ
る
議
会
め

ざ
し
て
議
会
活
性
化
取
り
組
み

を
す
す
め
て
か
ら
十
年
余
経
過

し
ま
し
た
。
今
期
四
年
間
は
町

民
と
双
方
向
型
の
議
会
、
開
か

れ
た
議
会
を
新
た
な
目
標
と
し

て
か
か
げ
、
活
性
化
取
り
組
み

を
す
す
め
ま
し
た
。

　

本
委
員
会
は
さ
ら
な
る
議
会

活
性
化
推
進
を
展
望
し
、
今
後

の
課
題
と
生
か
す
べ
き
教
訓
に

つ
い
て
次
の
よ
う
な
調
査
報
告

書
を
ま
と
め
ま
し
た
。

１
、本
町
は
平
成
十
六
年
九
月
、

合
併
協
議
会
か
ら
離
脱
し
全
会

議
会
運
営
委
員
会

一
致
で
「
当
面
自
立
」
の
道
を

選
択
し
た
。
こ
の
道
を
軌
道
に

乗
せ
町
民
の
負
託
に
応
え
る
べ

き
議
会
の
責
任
は
大
き
い
。
そ

の
た
め
議
会
は
平
成
十
七
年
三

月
定
例
会
に
お
い
て
「
自
立
の

町
に
ふ
さ
わ
し
い
議
会
確
立
に

関
す
る
決
議
」
を
採
択
し
た
。

　

今
後
議
会
活
性
化
の
取
り
組

み
を
す
す
め
る
に
あ
た
っ
て

は
、
地
方
分
権
時
代
の
要
請
に

応
え
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、

「
自
立
を
選
択
し
た
町
に
ふ
さ

わ
し
い
議
会
の
確
立
」
を
よ
り

明
確
に
目
標
と
し
て
か
か
げ
て

い
く
べ
き
で
あ
る
。

２
、
議
会
活
性
化
を
め
ざ
す
基

本
方
針
は
「
議
員
自
ら
の
意
識

改
革
と
自
己
研
鑽
」「
政
策
立

案
・
提
言
活
動
の
発
展
」「
住

民
に
開
か
れ
た
議
会
確
立
」
の

三
点
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
合

併
離
脱
後
の
「
自
立
計
画
の
策

定
」
や
「
蚕
糸
跡
地
利
活
用
計

画
策
定
」「
百
％
落
札
問
題
」

な
ど
へ
の
調
査
に
、
多
く
の
時

間
を
費
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
こ
れ
ま
で
の
経
過
に
照

ら
せ
ば
、「
批
判
と
監
視
機
能

の
強
化
」
に
つ
い
て
も
、
あ
ら

た
め
て
基
本
方
針
の
中
に
位
置

づ
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

３
、「
議
員
自
ら
の
意
識
改
革

と
自
己
研
鑽
」
は
、
議
会
活
性

化
取
り
組
み
の
出
発
点
と
し
て

位
置
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
議
会
活
性
化
推
進
の
途

上
に
お
い
て
も
な
お
議
会
や
議

員
の
あ
り
方
に
つ
い
て
厳
し
い

町
民
意
見
が
あ
る
こ
と
を
自
覚

し
、
議
員
一
人
一
人
の
真
剣
な

努
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

４
、「
政
策
立
案
能
力
の
向
上
」

に
つ
い
て
は
、
常
任
委
員
会
に

お
け
る
所
管
調
査
と
共
に
、「
自

立
」「
蚕
糸
跡
地
利
活
用
計
画
」

等
々
に
つ
い
て
特
別
委
員
会
を

設
置
し
、
政
策
立
案
・
提
言
を

行
っ
た
。
ま
た
、
政
務
調
査
会

設
置
に
よ
る
、
政
策
問
題
で
の

議
員
間
討
論
に
も
踏
み
だ
し

た
。

　

こ
の
間
の
取
り
組
み
は
重
要

で
あ
り
、
こ
の
経
験
を
さ
ら
に

発
展
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

５
、「
開
か
れ
た
議
会
の
確
立
」

は
今
期
議
会
活
性
化
取
り
組
み

に
お
い
て
、
特
に
重
視
し
た
も

の
で
あ
る
。
委
員
会
条
例
、
並

び
に
傍
聴
規
則
の
改
正
を
行

い
、
さ
ら
に
議
会
と
町
民
と
の

あ
い
だ
で
双
方
向
型
の
情
報
・

意
見
の
交
換
体
制
確
立
を
目
標

と
し
て
か
か
げ
、「
具
体
的
方

策
」の
多
く
を
実
行
に
移
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
に
蓄
積
し
た
経
験

−議会　　　　
活性化

　　　　推進−

を
土
台
に
、
文
字
通
り
町
民
に

開
か
れ
た
議
会
に
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
、
議
会
活
性
化
取
り
組
み
の

途
上
、
多
く
の
町
村
議
会
と
交

流
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
学
ぶ

べ
き
先
進
事
例
や
情
報
に
接
す

る
こ
と
が
で
き
た
。な
か
で
も
、

北
海
道
栗
山
町
に
お
け
る
議
会

基
本
条
例
制
定
に
基
づ
く
議
会

活
動
は
注
目
に
値
す
る
。
本
議

会
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
先
進

事
例
か
ら
多
く
を
学
び
と
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
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本
特
別
委
員
会
は
、
福
島
蚕

糸
跡
地
利
活
用
基
本
計
画
策
定

に
つ
い
て
跡
地
取
得
以
来
二
年

有
余
に
渡
り
協
議
・
調
査
を
続

け
て
き
た
が
、
現
議
員
任
期
中

の
最
後
の
九
月
定
例
会
と
な
っ

た
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
結

果
を
ま
と
め
て
次
の
と
お
り
報

告
し
ま
す
。

一
調
査
事
件

⑴
利
活
用
計
画
策
定
に
関
す
る

事
項

⑵
住
宅
団
地
造
成
事
業
に
関
す

る
事
項

⑶
利
活
用
計
画
策
定
に
伴
う
財

源
対
策
に
関
す
る
事
項

二
調
査
の
経
過

　

本
特
別
委
員
会
は
、
平
成
十

七
年
六
月
二
十
八
日
、
福
島
蚕

糸
跡
地
利
活
用
計
画
調
査
特
別

委
員
会
を
設
置
以
降
こ
れ
ま

で
、
十
七
回
開
催
の
特
別
委
員

会
の
ほ
か
に
特
別
委
員
会
幹
事

会
十
一
回
、
特
別
委
員
会
協
議

会
を
三
十
三
回
開
催
し
調
査
を

行
っ
て
き
た
。

三
調
査
の
結
果

⑴
利
活
用
計
画
策
定
に
関
す
る

事
項

①「
平
成
十
八
年
八
月
二
十
九

日
中
間
報
告
書
」
こ
れ
に

つ
い
て
は
、「
議
会
だ
よ
り
」

平
成
十
八
年
秋
号
に
記
載
の

と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

②
町
長
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
会

決
議(

「
福
島
蚕
糸
跡
地
利

活
用
計
画
策
定
に
関
す
る
決

議
」、「
福
島
蚕
糸
跡
地
利
活

用
計
画
の
根
本
的
見
直
し
を

求
め
る
決
議
」)

を
尊
重
し

な
か
っ
た
た
め
、
議
会
は
、

平
成
十
八
年
十
月
二
十
七
日

「
議
会
決
議
尊
重
に
関
す
る

決
議
」
を
行
い
、
態
度
の
変

更
を
求
め
た
。
そ
の
後
、
平

成
十
九
年
一
月
十
二
日
町
長

は
、
議
会
決
議
を
重
く
受
け

止
め
る
と
し
て
、
計
画
を
取

得
時
に
戻
っ
て
作
り
直
す
と

の
態
度
を
表
明
し
た
。
し
か

し
、
決
議
で
求
め
て
い
る
計

画
策
定
を
コ
ン
サ
ル
に
丸
投

げ
し
た
こ
と
の
誤
り
を
認
め

ず
、
二
年
近
く
事
務
を
停
滞

さ
せ
、
千
百
万
円
余
り
を
浪

費
し
た
責
任
を
明
確
に
し
な

か
っ
た
。
本
年
八
月
、
特
別

委
員
会
は
、一
月
以
降
の「
取

得
時
に
戻
っ
て
計
画
を
つ
く

り
直
す
」
と
し
た
方
針
に
も

と
づ
く
計
画
策
定
の
進
捗
に

つ
い
て
報
告
を
求
め
た
が
、

そ
の
結
果
明
ら
か
に
さ
れ
た

方
針
は
「
利
活
用
計
画
及
び

財
源
対
策
骨
子
」
の
事
業
規

模
や
事
業
主
体
及
び
手
法
等

の
内
容
の
見
直
し
を
行
い
、

秩
序
あ
る
開
発
を
進
め
る
と

言
う
も
の
で
あ
っ
た
。
特
別

委
員
会
は
、
こ
の
見
直
し
に

基
づ
く
計
画(

案)

を
提
出

す
る
よ
う
町
長
に
求
め
た

が
、
非
常
に
困
難
で
あ
る
と

の
回
答
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
か
ら
、
福
島
蚕
糸

跡
地
利
活
用
基
本
計
画
策
定

は
、
混
迷
を
深
め
る
に
至
っ

て
い
る
。
よ
っ
て
、
今
後
に

お
い
て
も
、
引
き
続
き
議
会

の
調
査
が
必
要
で
あ
る
と
し

た
。

⑵
住
宅
団
地
造
成
事
業
に
関
す

る
事
項

　
　

住
宅
団
地
造
成
事
業
の
事

務
の
検
査
は
、
地
方
自
治
法

第
九
十
八
条
の
検
査
権
を
福

島
蚕
糸
跡
地
利
活
用
計
画
調

査
特
別
委
員
会
に
付
託
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
調
査
の
結

果
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

住
宅
団
地
造
成
は
、
道
合
地

区
、
西
段
地
区
及
び
福
島
蚕

糸
跡
地
の
宅
地
造
成
に
係
わ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

道
合
地
区
に
つ
い
て
は
、
八

区
画
を
造
成
し
一
区
画
の
販

売
を
残
す
の
み
と
な
っ
た
。

西
段
地
区
に
つ
い
て
は
、
十

三
区
画
の
造
成
を
計
画
中
で

あ
る
。
福
島
蚕
糸
跡
地
に
つ

い
て
は
、
事
業
規
模
及
び
事

業
主
体
等
の
見
直
し
方
針
が

示
さ
れ
た
。
住
宅
団
地
造
成

事
業
は
、
福
島
蚕
糸
跡
地
取

得
の
財
源
対
策
骨
子
に
基
づ

く
も
の
で
あ
り
、
明
確
な
コ

ス
ト
意
識
を
も
っ
て
す
す
め

る
べ
き
で
あ
る
。

⑶
利
活
用
計
画
策
定
に
伴
う
財

源
対
策
に
関
す
る
事
項

　
　

こ
れ
ま
で
の
利
活
用
計
画

策
定
の
あ
り
方
を
見
る
と
、

財
源
対
策
の
た
め
の
宅
地
開

発
に
関
し
て
は
、
コ
ス
ト
意

識
に
欠
け
る
も
の
で
あ
っ

た
。

　
　

し
た
が
っ
て
、
特
別
委
員

会
は
、
財
政
の
現
状
を
考
慮

し
、
財
源
対
策
を
明
確
に
し

た
利
活
用
計
画
を
策
定
す
る

よ
う
町
長
に
対
し
強
く
求
め

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

福
島
蚕
糸
跡
地
利
活
用
計
画

　
　
　

調
査
特
別
委
員
会
レ
ポ
ー
ト

　

福
島
蚕
糸
跡
地
利
活
用
計
画

　
　
　

調
査
特
別
委
員
会
レ
ポ
ー
ト

▲　いつまで　このまま…
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季
節
は
秋
も
終
わ
り
に
近
づ

き
枯
葉
が
路
上
を
風
に
吹
か
れ

て
飛
ん
で
い
き
ま
す
。

　

私
は
車
を
走
ら
せ
な
が
ら
、

桑
折
町
の
将
来
も
こ
の
枯
落
葉

の
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
心
か
ら
危
惧
し
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
桑
折
町
は
、
郡
内
で

模
範
的
存
在
で
し
た
。
お
医
者

さ
ん
も
工
場
も
多
く
、
商
店
街

も
活
気
が
あ
り
公
共
機
関
も
数

多
く
占
め
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
現
在
の
桑
折
町
は
、

活
気
も
気
概
も
な
く
、
将
来
の

町
へ
の
明
る
く
楽
し
い
期
待
感

は
持
て
な
い
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
非

常
に
憂
う
べ
き
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
た

の
は
何
と
い
っ
て
も
行
政
の
た

る
み
が
最
大
の
原
因
で
す
。

　

議
会
を
傍
聴
し
て
も
質
問
す

る
事
の
み
が
目
的
の
発
言
、
曖

昧
な
返
答
を
繰
り
返
し
て
け
り

を
つ
け
る
行
政
側
、
こ
ん
な
や

り
と
り
を
見
る
に
つ
け
、
こ
ん

な
事
で
町
が
良
く
な
る
の
だ
ろ

う
か
と
思
わ
ざ
る
を
え
ま
せ

ん
。
町
長
を
筆
頭
に
役
場
職

員
、
議
員
の
方
々
は
、
も
っ
と

町
の
現
状
を
真
剣
に
憂
い
て
ほ

し
い
。
特
に
町
長
は
桑
折
町
を

良
く
す
る
情
熱
を
言
動
で
示
し

職
員
の
範
と
な
っ
て
貰
い
た

い
。

　

町
の
小
中
学
生
に
桑
折
町
が

将
来
ど
う
な
っ
て
ほ
し
い
か
、

ど
う
す
れ
ば
良
い
と
思
う
か
を

聞
い
て
み
て
ほ
し
い
。
く
だ
ら

な
い
つ
ま
ら
な
い
と
思
う
か
も

知
れ
ま
せ
ん
が
、
大
人
の
利
害

本
位
と
は
違
う
発
想
・
夢
・
ア

イ
デ
ィ
ア
等
が
出
て
く
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

何
と
い
っ
て
も
子
供
達
は
、

将
来
の
担
い
手
、
町
の
大
切
な

宝
物
で
す
か
ら
。

伊
達
崎
　

Ｍ
・
Ｉ

席聴傍

　　

い
つ
も
町
議
会
を
傍
聴
し
て

感
じ
る
こ
と
は
、
傍
聴
者
が
少

な
い
こ
と
が
残
念
で
な
り
ま
せ

ん
。

　

こ
れ
で
は
議
会
の
緊
張
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
疑
問
を
呈
す

る
と
こ
ろ
で
す
。

　

公
共
工
事
入
札
制
度
問
題
等

の
訴
状
に
つ
い
て
、
福
島
蚕
糸

跡
地
利
活
用
計
画
に
関
し
て
、

公
立
藤
田
病
院
存
続
再
建
策

等
々
と
重
要
な
案
件
が
山
積
み

す
る
中
で
の
九
月
定
例
会
、
白

熱
す
る
議
会
が
展
開
す
る
中
で

の
た
び
た
び
休
議
。「
こ
れ
は

町
と
議
会
が
一
体
と
な
っ
て
い

な
い
か
ら
か
な
ぁ
」
と
思
え
て

な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
言

い
分
が
あ
っ
て
の
事
と
は
思
い

ま
す
が
、
ど
こ
か
で
妥
協
点
を

見
つ
け
解
決
す
る
の
が
民
主
的

な
議
会
運
営
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

今
議
会
を
最
後
に
勇
退
さ
れ

る
議
員
の
皆
様
に
永
い
間
、
町

発
展
に
ご
尽
力
さ
れ
ま
し
た
事

に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い

と
思
い
ま
す
。

西
上
　

R
・
H

子
供
は
町
の
大
切
な
宝
物

正
常
な
議
会
運
営
を

……………………

入札参加資格審査の客観点数のくい違いは？入札参加資格審査の客観点数のくい違いは？

新・議会構成決まる新・議会構成決まる

　－ 一般質問・６名登録 － ………………

林王町長不信任決議否決……………

各会計決算を認定 ……………………

　－ 一般質問・６名登録 － ……………… 1�

林王町長不信任決議否決…………… 10

各会計決算を認定 …………………… ４

２


